
平
成
二
十
二
年
二
月
十
八
日
提
出

質

問

第

一

三

九

号

「
竹
島
」
の
記
述
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

馳

浩
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「
竹
島
」
の
記
述
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
竹
島
」
の
記
述
に
関
す
る
質
問
主
意
書
を
本
年
一
月
二
十
九
日
に
提
出
し
、
二
月
九
日
に
「
お
尋
ね
の
高
等
学
校
学
習
指

導
要
領
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
四
号
）
の
地
理
歴
史
科
の
解
説
に
お
け
る
我
が
国
の
領
土
問
題
に
関
す
る

記
述
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
文
部
科
学
大
臣
の
責
任
に
お
い
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
検
討
過
程
の
詳
細
に
つ
い

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
等
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
差
し
控
え
た

い
。
」
と
す
る
答
弁
書
の
送
付
を
受
け
た
が
、
納
得
の
い
く
答
弁
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
再
度
質
問
す
る
。

一

一
月
二
十
九
日
の
質
問
主
意
書
の
際
に
も
述
べ
た
が
、
政
策
決
定
は
そ
の
結
果
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
そ
の
過
程

が
重
要
で
あ
る
。
国
民
主
権
の
下
で
は
、
政
府
の
情
報
は
国
民
の
も
の
で
あ
り
、
公
開
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
結
果
の

み
を
示
し
て
従
え
と
い
う
の
で
は
、
国
民
は
政
府
を
充
分
に
監
視
す
る
こ
と
や
政
策
の
妥
当
性
を
充
分
に
判
断
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
。
な
ぜ
、
「
検
討
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
等
が
あ
る
」
の
か
、
そ
の
理
由
如
何
。

二

あ
く
ま
で
「
今
後
の
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
」
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
い
か
な
る
事
務
の
適

一



正
な
遂
行
に
支
障
を
き
た
す
の
か
、
具
体
的
な
答
弁
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


